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図書館に求められる水害への備え
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はじめに
　自然災害が多発化し激甚化している。特に豪雨や台
風等による記録的降雨は、洪水被害・土砂災害等を発
生させ、図書館も浸水被害を受けている。筆者らは図
書館関係者の防災意識向上と被災図書館の間接・直接
の支援を行う日本図書館協会（JLA）図書館災害対策
委員会（1）の委員であり、訪問調査も行う場合がある。
複数の館を訪問した平成 30 年 7 月豪雨（西日本豪雨；
E2056 参照）では、5 館で資料が水損し、合計約 18.6
万冊の資料を失った。さらに令和元年東日本台風（台
風第 19 号；E2208 参照）では、公共図書館 108 施設
で浸水や雨漏り被害があった。
　『カレントアウェアネス』では、これまで資料の
水損対応に関する記事を掲載してきた（CA1891、
CA1926 参照）。これらの記事は事後対応にフォーカス
しているが、本稿では、水害に対する事前の備えを中
心として構成する。また、紙数の枠のため主に公共図
書館を例示しながら論を進めるが、大学・学校・公民
館等、広く役立つことを願う（情報蓄積の偏りを反省
しつつ）。なお、水損には、地震や火災に伴う二次被
害や日常的に生ずる雨漏りや設備故障による事故も含
まれるが、自然災害による直接的な被害を対象とする。

1．水害対策の必要性
　防災のための備えに関して、公共図書館の場合を見
ると、まず設置者（地方公共団体）が、自然災害を
対象に「地域防災計画」を策定しており、水害も対
象である。その計画に基づき、地方公共団体の職員は、
災害時に市民の生命、財産を災害から守るよう行動
する（2）。
　施設が安全であるための法制度は、都市計画法（3）、
建築基準法（4）、消防法（5）等による多岐に渡る定めが
あり、建築基準法第二条第二号により、図書館はより
安全であることが求められる「特殊建築物」である。
設計・施工時に適用される規定に始まり、竣工後も、

「特定建築物」となる図書館（階≧ 3 階または床面積
≧ 2000㎡）は定期検査と報告の義務がある。
　ただし法は「最低限」の定めであるとされ、安全を
保証するものではなく、かつ、地震や火災に対する定
めの割合が大きい。消防活動は火災だけでなく水害を

も対象としているが、消防法に基づく防火管理や消火・
避難の訓練は、水害を対象としていない。
　図書館を管轄する文部科学省の告示「図書館の設置
及び運営上の望ましい基準」には、「図書館は、利用
者の安全の確保のため、防災上及び衛生上必要な設備
を備えるものとする。」とある（6）。以上のことから図
書館には自主的な危険度調査や備えが強く求められ
る。
　しかし、2020 年 3 月に実施された NHK の調査によ
ると、水害対策が十分といえない現状が見えた。同調
査で行われた、全国の都道府県立図書館へのアンケー
トの回答で、「水害の対策や準備を行っている」は 18
館（38％）、「行っていない」は 29 館（62％）であった（7）。

2．調査・記録から得られた教訓
　JLA 図書館災害対策委員会の調査（8）と、過去 20 年
の被害の報告を刊行物や「カレントアウェアネス・ポー
タル」（9）をはじめとした諸情報から広く調べると、次
の事象・傾向・教訓が見られた。

（1）地理・建築的条件
　水害のリスクは地形と密接に関係する。標高が低い
地区は高潮や堤防決壊（外水）による被害を受けるこ
とがあり、山あいの地区では川幅が狭いために被害が
生ずる場合もある。都市化で保水力が低い地区は短時
間の豪雨で内水型の洪水が生ずる危険性がある。また、
地下や半地下の階は浸水した場合の被害が大きい。そ
して、扉や窓をふさいだとしても、かさが増した水は
排水管を逆流し、内部に浸入する。加えて、夜間・休
日等の無人時の発災は、被害抑制に不利である。

（2）人と資料を守る
　過去 20 年、洪水による図書館での死亡事故はない
ものの、人命保護を最優先し、同時に資料を守る必要
がある。資料の水損を防止するため、本の場所を通常
よりも上に移動させるといった対応も有効である（10）。
また、水損した貴重な資料は、対応次第ではレスキュー
できる。

＊日本図書館協会図書館災害対策委員会

図 1　宮城県角田市図書館の事例
　令和元年東日本台風（2019.10.13）床上浸水前に職員が
絵本等をテーブルや書架上段に事前退避した。（角田市図書
館撮影）
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（3）日常的な備えの重要性
　普段は、屋上・樋・側溝等の雨水排水経路の清掃が
必要で、防水材や屋根葺材の経年劣化に対しては、計
画的な修繕の実施が求められる。水損対策に関する事
前の知識・経験・実践が被害の度合いを左右する場合
があり、危機感の不足（正常性バイアス）は禁物である。

（4）水損のダメージ
　紙・木製家具・電気設備機器・車両は水に弱い。また、
水損した図書が膨張し、書架から取り出せない場合や、
書架が壊れることがある。そして、施設・設備の復旧
には多大な時間と労力・予算を要する。同様に新刊や
古本の購入、パンフレット等販売されていない資料の
収集といった再構築には、時間・労力・予算が必要と
なるばかりか、もはや収集不能な場合もある。

3．防災・減災のための具体的な備え
　人を守り、資料を守るためには、調査・計画・訓練
等の人的要素と浸水防止や資料救出等のモノの備えの
物的要素の双方が求められる。以下、2 章で挙げた教
訓を踏まえ、図書館における具体的な備えの例を紹介
する。

（1）立地のリスクを知る
　まず、事前にリスクを知ることが重要である。その
ために以下のツールは有用といえる（11）。
＜水害ハザードマップ（12）＞水防法（平成 27 年改正）
により、浸水想定区域や避難所情報等を地図に示した
ハザードマップの作成と公表が、市町村に対し義務づ

けられている（13）。それらについて館内での掲示を行
う（14）等、館の立地のリスクや避難場所を知り、避難
経路を想定することは必須である。同時に、職員自身
の通勤経路や、公共図書館の場合は移動図書館車（BM）
の巡回ルートの危険性も確認が求められる。
＜各種の地図情報＞国土地理院が作成し公開している

「地理院地図」（15）等の情報を筆頭に活用し、地形・標
高等の基礎的な地理情報を調べる必要がある。昔、河
川や湖沼だった土地が洪水被害を受けやすい場合があ
るため、古地図からも貴重な情報が得られることがある。
＜災害記録＞災害は繰り返し発生していることから過
去に大きな水害があったかどうか県史や市町村史、地
元の災害史等で調べる（16）。江戸時代やそれ以前にま
でさかのぼりたい。

（2）事前の計画や行動
　水害から人命および資料を守るために事前の行動計
画や訓練が必要であるが、具体的には次の方法がある。
＜タイムライン（防災行動計画）＞水害は突発性の地
震等とは違い、気象予報で発災までの時間が予測可能
なことから、進行型災害と言われている。米国では、
この特徴をいかした計画「被害の発生を前提とした防
災」が効果を挙げており、日本でもその計画を参考に
国土交通省主導で「タイムライン」が策定された（17）。
発災予測時刻をゼロアワーとして、事前の防災行動を

「いつ」、「誰が」、「何をするか」時系列で整理した計
画である。図書館においても、水害リスクが高い館に
限らず、職員および関係者が、災害時の状況を想定し
共有することが求められる。

警報級：台風や大雨の備え いつ・誰が・何をするか【時に柔軟に】

天気予報で把握
orレベル1 レベル2

レベル３

高高齢齢者者等等避避難難

レベル４

避難指示

3日前 1日前 12時間前 6時間前
例例

【【資資料料等等退退避避】】

ハザードマップを活用

・BM・公用車・私用車

を浸水想定区域外に一

時退避

・地下駐車場閉鎖

・想定の浸水深に合わ

せ、上階又は上段に資

料・PC・書類等を退避

【【確確認認・・防防災災準準備備】】
・まちの防災体制
・ハザードマップ

・勤務表（週休・早遅
→通勤路）
・側溝等の清掃
・貴重資料の退避

・警報発令時：臨時休
館やBM運休の告知

・ブルーシート、水の
う（ナイロン）袋
、古タオル等準備

【【臨臨時時休休館館】】
・閉館のアナウンス、避
難の呼びかけ

・臨時休館張り紙、
HP・SNSで臨時休館・
BM運休等の告知

・便器や排水口を水のう
で重石

・水のうと会議机で各入
口を浸水対策
・ブックポスト封鎖

・まちの災害対策本部に
臨時休館等の報告

警警報報解解除除ままでで
【【人人命命確確保保・・安安全全第第一一】】
・浸水想定区域の場合、浸
水区域想定外へ避難

・道路が冠水、避難が難し
い時、上階又は近隣の高層
建築物に垂直避難

・災害対策本部、週休職員、
家族との災害情報の共有

・自治体職員として災害業
務に従事

※建物・地理的条件が館によって異なります。
また、夜間・休館日は未考慮です。安全上このまま使用はしないでください。

レレベベルル５５

大大雨雨注注意意報報・・洪洪水水注注意意報報 大大雨雨警警報報・・洪洪水水警警報報・・暴暴風風警警報報等等

※気象状況等は、時間や各種の
情報が出されるタイミングに
よって前後する場合があります。

発発災災

緊緊
急急
安安
全全
確確
保保

図 2　タイムラインの例
　上図は、「大雨警戒レベル」毎の行動を示すものとして筆者らが作成した（18）。あくまで一例を参考に示すもので、
個々の館で具体的に話し合うことが望まれる。
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（3）備える設備・物品
　水害の抑制や緊急対応のために、以下のような設備・
物品をそろえることが推奨される。
＜止水の装置・用具＞地下階や 1 階に浸水する危険が
想定されるなら、止水板や止水シート、土のう等の備
え（19）が望ましい。トイレの便器や排水口からの吹き
出しを抑えるために水のう（ビニール袋に水を入れる）
を使うことも有効とされている（20）。
＜物品＞懐中電灯・ブルーシート・軍手・ビニール手袋・
タオル・吸い取り紙・扇風機（水損資料の乾燥）の他、
乾湿両用掃除機・冷凍庫（水損資料を凍結し劣化の進
行を止める）・古新聞のストック（水分の吸収）も役
立つ（21）。
＜備えない防災＞非常時専用の物品は出費が空振り
になる可能性が大きいため、確保しにくい場合があ
る。日常の備えや工夫を防災・減災に役立てる発想が

「フェーズフリー」である（22）。ゴミ袋を 2 重にして水
を入れ水のうとすることはその例である。
　その他の、図書館での工夫を例示する。閉館時には
エレベーターのカゴを水損に対し一番安全な最上階に
停止させる。データの破損やシステム停止を防ぐため、
クラウドサーバーを活用し、PC は運びやすいノート
PC を基本とする。資料に関しては、貴重書を上階・
上段に排架し保存箱へ入れ、複本を本館・分館に分散
配置する。

（4）文献・ウェブサイト・資料
　 2 章（3）にもある通り、事前の知識の有無が被害
の程度を左右し得る。そのため、以下等を用いて、日
常的に情報収集を行うことも、重要な水害対策である。
　例えば、saveMLAK（23）・国立国会図書館（NDL）
のカレントアウェアネス・ポータルに被害状況の報
告が多数ある。また、JLA では 2015 年に図書館災害
対策委員会を発足させ、情報を収集・発信している。
その他、図書館、図書館関係団体等の刊行物（24）やウェ
ブサイト（25）にも有用な情報が多い（26）。

4．課題と補足
　世界的に自然災害の様相に変化（悪化）が見られ、
地球温暖化に起因するとの警鐘がある（27）。そのとお
りであるなら、激甚な災害が発生する危険度はより高
まると覚悟すべきで、備えることはより重要になる。
　筆者らが特に課題および反省点と感ずることは、被
害状況を知る・伝える方法の難しさである。水害が報
道されると、図書館の状況が心配されるが、安否うか
がいの電話は、被災図書館に迷惑をかける場合がある。
しかし、水害は資料の救出など迅速な対応・援助を要
する状況もあるため、連絡の方法やタイミングは難し

い。また、学校図書館のように小さな組織では、孤立
する危うさもある。その点で補足すると、普段から顔
が見えているつながりが多いと、災害時に「躊躇」の
障壁が下がる。例えば、都道府県立図書館と市町村立
図書館の関係や、大学・学校の団体等、互いの顔が見
えるつながりを大切にして欲しい。
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